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１．おいらせ町の位置と地勢 

おいらせ町は青森県の東南部に位

置し、県都・青森市から 80～90km

圏にあり、北には三沢市、西には六

戸町、南には八戸市と五戸町が隣接

しています。 

本地域は西から東の太平洋に向か

って傾斜した台地からなり、その台

地の南に十和田湖を源流とする奥入

瀬川が流れ、太平洋に注いでいま

す。 

また、国道 45 号が八戸市方面の

南東部から、町内中心部を通り町の

区域を横断して十和田市・青森市方

面に走り、国道 338 号が町の北東部から海岸線を南下し、国道 45 号との交点で

終点となっています。そのほか、主要地方道八戸野辺地線が町の中心を南北に縦

断し、八戸百石線は海岸線を走り八戸臨海工業地帯に至っており、さらに百石道

路及び第二みちのく有料道路が町を南北に縦断しています。 

鉄道は、青い森鉄道が東南から北西に向かって伸びており、町内に下田駅と向

山駅の２駅が設けられています。 

 

２．おいらせ町の気候 

おいらせ町の気候は、県内の他地域に比べ、夏には偏東風（ヤマセ）と呼ばれ

る太平洋からの冷たい風が吹き、冬には気温は低いものの降雪量は少なく、青森

県内でも最も雪が少ない地域となっています。 

 

【気象概要】  観測地点：八戸特別地域気象観測所（八戸市大字湊町字舘鼻 67） 

年 次 

気 温（℃） 降 水 量（㎜） 最 深 

積 雪

（㎝） 

日 照 

時 間
（h） 

平 均 最 高 最 低 総雨量 
日最大

雨 量 

平成 29 年 10.5 35.8 -8.9 1023.0 87.5 26 1879.5 

平成 30 年 10.9 34.0 -9.6 1177.0 79.0 20 1879.4 

令 和 元 年 11.1 34.8 -10.2 967.0 115.5 20 2051.1 

令和 2 年 11.3 35.5 -8.6 1229.0 74.0 17 1741.2 

令和 3 年 11.3 33.7 -11.7 1012.5 73.0 44 2006.2 

資料：気象庁ホームページ 

 

３．面積 

おいらせ町の面積は 71.96 ㎢で、約５割が田と畑を中心とした農用地として使

用されており、その内訳は令和 3 年で田 18.46㎢、畑 16.87㎢となっています。

また宅地は 8.57㎢となっており、増加傾向を示しています。 
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４．人口・世帯 

令和２年の国勢調査による当町の人口は 24,273 人であり、平成 27 年の

24,222 人から 0.2％微増しています。世帯数は令和 2 年が 9,258 世帯となっ

ており、平成 27 年の 8,658 世帯と比べ、6.9％増加していますが、一世帯当た

りの人口は平成 27 年で 2.79 人、令和 2 年は 2.62 人で年々減少しており、核

家族化の進行がうかがえます。 

（１）人口、世帯 

区分 
住民基本台帳 

前年対比 
令和 2 年 

（R5.4.1） 国勢調査 

人
口 

男 12,119 人 （97） △41 11,627 人 

女 12,988 人 （169） △82 12,646 人 

計 25,107 人 （266） △123 24,273 人 

世帯数 10,791 世帯 （159） 116 9,258 世帯 

※外国人を含めた数値です。 

（ ）内は外国人人口と外国人世帯数 

 

（２）産業構造別人口 

区 分 令和２年国勢調査 

第１次産業 1,015 人 8.4％ 

第２次産業 3,403 人 28.0％ 

第３次産業 7,734 人 63.6％ 

計（分類不能分含む） 12,310 人 100.0％ 

 

５．財政 

（１）予算の状況                    （単位：千円） 

会 計 別 
令和５年度 

当初予算 

令和４年度 

当初予算 

一 般 会 計 10,497,000 10,746,000 

特 別 会 計 6,070,875 6,242,784 

 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 2,240,194 2,286,569 

奨学資金貸付事業特別会計 21,868 18,114 

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 1,045,856 1,045,144 

農業集落排水事業特別会計 135,515 293,004 

介 護 保 険 特 別 会 計 2,370,497 2,377,218 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 256,945 222,735 

（公営企業会計）病院事業会計 1,169,867 1,173,223 

 
収 益 的 支 出 1,102,343 998,624 

資 本 的 支 出 67,524 174,599 

総    計 17,737,742 18,162,007 
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（２）一般会計の概要 

歳入                            （単位：千円、％） 

款 
令和５年度 令和４年度 

予算額 構成比 予算額 構成比 

町 税 2,627,598 25.0  2,558,552 23.8  

地 方 譲 与 税 126,526 1.2  131,184 1.2  

利 子 割 交 付 金 1,000 0.0  1,400 0.0  

配 当 割 交 付 金 6,600 0.1  3,500 0.0  

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 3,400 0.0  5,300 0.0  

法 人 事 業 税 交 付 金 24,000 0.2  16,000 0.1  

地 方 消 費 税 交 付 金 538,000 5.1  480,000 4.5  

環 境 性 能 割 交 付 金 7,900 0.1  11,100 0.1  

国有提供施設等所在市町村助成交付金 479 0.0  581 0.0  

地 方 特 例 交 付 金 32,700 0.3  25,246 0.2  

地 方 交 付 税 3,508,425 33.4  3,395,560 31.6  

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 2,801 0.0  3,099 0.0  

分 担 金 及 び 負 担 金 25,412 0.2  135,560 1.3  

使 用 料 及 び 手 数 料 78,533 0.7  79,973 0.7  

国 庫 支 出 金 1,585,463 15.1  1,708,692 15.9  

県 支 出 金 1,131,038 10.8  1,118,219 10.4  

財 産 収 入 39,728 0.4  17,352 0.2  

寄 附 金 24,002 0.2  18,002 0.2  

繰 入 金 397,509 3.8  544,251 5.1  

繰 越 金 20,000 0.2  20,000 0.2  

諸 収 入 64,449 0.6  80,863 0.8  

町 債 251,437 2.4  391,566 3.6  

歳 入 合 計 10,497,000 100.0  10,746,000 100.0  

歳出                            （単位：千円、％） 

款 
令和 5 年度 令和 4 年度 

予算額 構成比 予算額 構成比 

議 会 費 104,964 1.0  102,671 1.0  

総 務 費 1,353,960 12.9  1,358,228 12.6  

民 生 費 3,791,790 36.1  3,773,522 35.1  

衛 生 費 897,446 8.5  848,159 7.9  

労 働 費 456 0.0  492 0.0  

農 林 水 産 業 費 210,515 2.0  214,998 2.0  

商 工 費 86,816 0.8  136,071 1.3  

土 木 費 1,460,382 13.9  1,331,571 12.4  

消 防 費 453,074 4.3  423,240 3.9  

教 育 費 1,091,647 10.4  1,479,311 13.8  

災 害 復 旧 費 10 0.0  10 0.0  

公 債 費 1,025,940 9.8  1,057,727 9.8  

予 備 費 20,000 0.2  20,000 0.2  

歳 出 合 計 10,497,000 100.0  10,746,000 100.0  
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６．議会の概要 

１ 議員の構成 

（１）議員定数                  （令和５年 5 月 1 日現在） 

議員定数※ 
現議員定数内訳 現行議員数内訳 

現議員数 欠員 男性 女性 

16 人 16 人 0 人 14 人 ２人 

※「百石町及び下田町の配置分合に伴うおいらせ町の議会の議員の定数に関する

協議について」（平成 17年 12月 16日告示 百石町告示第 34号、下田町告示第 39号） 

※両町とも 16 人ずつの議員定数であり、合併時には 32 人の議員がいたが、

平成 19 年 4 月実施の町議会議員選挙から 16 人に削減した。 

 

（２）現議員の任期  令和５年５月１日から令和９年４月３０日まで 

 

（３）党派別議員数   無所属 １６人 

 

（４）年齢構成別議員数             （令和５年 5 月 1 日現在） 

年齢 25～ 30～ 40～ 50～ 60～ 70～ 80～ 平均年齢 

人員   1 人 １人 ６人 ８人  ６７歳 

 

（５）当選回数別議員数             （令和５年 5 月 1 日現在） 

回数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 １１ 

人員 ５人 １人 2 人 ４人  1 人 １人 １人   １人 

 

（６）町議会議員選挙の記録 

 平成 23年 

4月 24日 

平成 27年 

4月 26日 

平成 31年 

4月 21日 

令和５年 

4月２３日 

有権者数（人） 19,599 19,819 20,414 20,841 

投票者数（人） 13,135 13,051 12,478 ― 

投票率（％） 67.02 65.85 61.12 ― 

立候補者数（人） 20 19 18 １６ 

 うち男性（人） 19 18 17 １４ 

うち女性（人） 1 1 1 ２ 

議員定数（人） 16 16 16 １６ 

 うち男性（人） 15 16 15 1４ 

うち女性（人） 1 0 1 ２ 

※「おいらせ町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例」

（平成 29 年 6 月 8 日条例第 17 号）制定に伴い、平成 31 年執行の選挙か

ら選挙公報が発行された。  
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２ 議会の構成 

（１）議会の組織 

   
常任委員会 

・総務文教常任委員会 

  ・産業民生常任委員会 

町
議
会 

議会運営委員会 
 

 
特別委員会 

・予算特別委員会（3 月定例会） 

 ・決算特別委員会（9 月定例会） 

 
全員協議会 

・議会広報編集調査特別委員会 

   

 

（２）委員会 

①常任委員会（任期２年） 

名  称 定数 所管事項 

総務文教常任委員会 ８名 

総務、企画、財政、税務、出納、監査、選挙、教育

文化、その他の常任委員会に属しないものの事務の

調査及び議案並びに請願、陳情等の審査、そのほか

他の常任委員会に属しないものの事務の調査及び

審査 

産業民生常任委員会 8 名 

農林、水産、畜産、商工観光、土木、建築、都市計

画、上下水道、民生、保健、福祉、環境、病院事業、

その他の産業民生に関する事務の調査及び議案並

びに請願、陳情等の審査 

②議会運営委員会（任期２年） 

名  称 定数 設置目的 

議会運営委員会 6 名 

議会の運営に関する事項や議会の会議規則、委員会

に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する

事項等の調査及び審査 

③特別委員会（任期 設置目的の達成時まで） 

名  称 定数 設置目的 

予算特別委員会 

（3 月定例会に設置） 
― 

一般会計及び特別会計等の予算審査を行う。 

（議長を含む全議員で構成） 

決算特別委員会 

（9 月定例会に設置） 
― 

一般会計及び特別会計等の決算審査を行う。 

（議長・議会選出監査委員を含む全議員で構成） 

議会広報編集調査 

特別委員会 
6 名 

議会広報紙「ぎかいだより 懸橋」の編集・発行等

に関する調査及び研究のほか、議会活動に関する広

報活動を行う。 
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３ 報酬・予算等 

（１）議員報酬等                    （単位：円） 

区 分 報酬月額 期末手当（率） 
県内町村議会の 

平均報酬月額 

議 長 287,000 

325/100 

271,423 

副 議 長 233,000 230,873 

議 員 225,000 220,097 

町 長 664,000 － 722,700 

※現行議員報酬適用年月日 平成 18 年 3 月 1 日 

 

（２）期末手当（令和５年４月 1 日適用） 

加算措置 期末手当（6 月） 期末手当（12 月） 

20/100 162.5/100 162.5/100 

 

（３）旅費・費用弁償                     （単位：円） 

日 当 宿泊料 費用弁償 

県内 

県外 

0 

2,000 

県内 

県外 

13,300 

14,800 
一般職の職員の例による 

 

（４）議会予算                    （単位：千円、％） 

区  分 令和 5 年度 令和 4 年度 比 較 

報 酬 44,040 44,040 0 

給 料 13,760 13,580 180 

職員手当等 20,432 20,070 362 

共 済 費 16,585 18,389 △1,804 

旅 費 2,527 2,467 60 

交 際 費 202 200 2 

需 用 費 2,529 1,841 688 

役 務 費 868 0 868 

委 託 料 2,350 740 1,610 

備品購入費 0 0 0 

負担金補助及び交付金 1,671 1,344 327 

合  計 104,964 102,671 2,293 

一般会計合計 10,497,000 10,746,000 △249 

構 成 比 1.00 1.00  
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４ 議会運営 

（１）議会活動状況 

令和４年度定例会・臨時会 

区 分 

定例会 臨時会 

６月 ９月 12 月 3 月 4 月 2 月 

6/２～ 

6/7 

9/１～ 

9/8 

12/1～ 

12/6 

3/2～ 

3/8 
4/27 2/3 

本会議開催日数 3 5 3 4 1 1 

委員会開催日数  2  1   

町
長
提
出 

条例 1 3 8 7 5   

予算 3 8 7 16   1 

決算   8         

専決処分     2 1 2 1 

その他 5 6 5 6 5   

計 9 25 22 30 12 2 

議
員
提
出 

条例   1   1     

意見書             

決議             

規則・その他 4 6 3 5 2 1 

計 4 7 3 6 2 1 

議
決
結
果 

原案可決 8 17 17 30 1 1 

修正可決             

原案同意 3   2 1 2   

原案不同意             

適任   3   1     

否決             

原案撤回             

原案認定   8         

原案承認     2 1 6   

継続審査   2 3 3 2 1 

報告 2 2 1   3 1 

計 13 32 25 36 14 3 

一般質問者数 4 6 7 5 0 0 

傍聴者人数 22 30 20 32 2 2 

 

（２）議会運営に関する主な事項 

ア 定例会の招集回数及び時期 

定例会は年 4 回とし、毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 月（原則第 1 木曜

日）に招集する。  
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一般質問締切日の 10 日前 

（開会日の 3 週間程度前） 

イ 会議時間 

会議時間は午前 10 時から午後 4 時までとする。ただし、議長は必要があ

ると認めるときは会議時間を変更することができる。 

ウ 会期について 

開会日から平日 1 日間を議案熟考のため休会とする。 

 

曜日 日程 備考 

金 告示日 招集通知・一般質問通告書発送 

土   

日 ① 

 

月 ② 

火 ③ 

水 ④ 

木 ⑤ 

金 ⑥ 

土 ⑦ 

日 ⑧ 

月 ⑨ 

火 ⑩ 

水 一般質問締切日（正午） 議運開催日の平日 1 日間を挟んだ日 

木   

金 議会運営委員会 議案書配布日（午後） 

土   

日   

月 ① 

 

火 ② 

水 ③ 

木 定例会開会日 第１木曜日開会 

金 休会 議案熟考日 

土   

日   

月 一般質問  

火 議案審議  

水 予算・決算特別委員会  

木 予算・決算特別委員会／議案審議 閉会 

金   

  

平日 3 日間を挟んだ日 
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エ 一般質問 

  ①一般質問は、一括質問一括答弁方式または一問一答方式のいずれかを選択

できるものとする（平成 24 年 9 月から）。 

②通告期限を定例会前の議会運営委員会開催日の２日前の正午とし、その前

の約 10 日間を通告期間としている。 

③発言順は、抽選で決定した順番としている（平成３０年９月から）。 

④一般質問の発言時間は、一括質問一括答弁方式または一問一答方式のいず

れも 60 分以内（答弁含む）とし、発言時間を超えた場合は町当局の答弁

が終わった時点で終了する。 

※持ち時間の残時間を知らせるため、残り 5 分前にベルを鳴らし、残時間

が無くなった時にブザーを鳴らす。 

⑤一括質問一括答弁方式を選択した場合は、質疑を３回までとし、一問一答

方式を選択した場合は質疑の回数は制限しない。 

 

 （３）議会の情報公開 

ア 議会広報の発行 

①議会広報は毎年４回定例会終了後のほか、必要に応じ臨時に発行する。 

②議会広報編集調査特別委員会において、編集方針及び記事の内容等につい

て協議、決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    議会広報 

「ぎかいだより懸橋」 

（９,８00 部）・・・毎年 1 月、4 月、7 月、10 月下旬に行政推進委員

を通じ、毎戸に配布するほか、町内公共施設に配布。 

イ 町ホームページによる情報公開 

  ①会 議 録・・・本会議（平成 25 年度～）、予算・決算特別委員会 

  ②会 議 資 料・・・会期日程・一般質問通告書・議案審議結果 

  ③議長交際費・・・3 ヶ月に 1 回 

 

（４）議会事務局（条例定数 4 人） 

事 務 局 長 1 人（監査委員事務局職員を併任） 

事 務 局 次 長 1 人（監査委員事務局職員を併任） 

主 幹 1 人（監査委員事務局職員を併任） 計３人 

 

  



  

 

 

 

おいらせ町町民憲章 

 

 

私たちは、大海にそそぐ奥入瀬の清流と緑の平野に育まれた 

おいらせ町民です。 

私たちは、郷土の文化を高め、豊かで活力あふれる町にするため、 

ここに町民憲章を定めます。 

 

一、自然の恵みに感謝し、美しいまちをつくりましょう。 

 

一、心と体を鍛え、明るく元気なまちをつくりましょう。 

 

一、働く喜びを持ち、豊かなまちをつくりましょう。 

 

一、思いやりを大切にし、心ふれあうまちをつくりましょう。 

 

一、手を取り合い、安全で住みよいまちをつくりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町名の文字そのものを、ひらがなの柔らかさを活かして 

デザイン化し、円の部分は町民の協調性を表現しています。 

緑は豊かな自然環境と人に優しい田園定住都市のイメージ、 

青は清流奥入瀬川と力強い太平洋を、赤は住民の活力を象徴 

しています。 


